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長期未着手の都市計画公園・緑地について、社会経済状況の変化を踏まえつつ、

土地所有者等に対する不要な権利制限の解除及び透明性をもった選択と集中に

よる効率的な公園整備を進めていくため、必要性や実現性等を踏まえながら、都

市計画の変更を行う。 

この方針に基づき、以下のように変更するものである。 

 

船場御坊公園はJR山陽本線姫路駅の北西に位置し、昭和21年に都市計画決定さ

れた街区公園である。 

今後とも当公園の完成が見込めないことや、周辺に整備された他の都市公園等

により、当公園に求められる機能が充足していることから、都市計画を廃止する。 

 

白山公園はJR播但線京口駅の北東に位置し、昭和21年に都市計画決定された街

区公園である。 

今後とも当公園の完成が見込めないことや、周辺に整備された他の都市公園等

により、当公園に求められる機能が充足していることから、都市計画を廃止する。 

 

増位公園はJR播但線野里駅の北に位置し、昭和42年に都市計画決定された街区

公園である。 

今後とも当公園の完成が見込めないことや、周辺に整備された他の都市公園等

により、当公園に求められる機能が充足していることから、都市計画を廃止する。 

 

深志野公園はJR山陽本線御着駅の北に位置し、昭和42年に都市計画決定された

街区公園である。 

周辺に整備された他の都市公園等により、当公園に求められる機能が充足して

いることから、都市計画を廃止する。 

 

勅旨公園はJR山陽本線御着駅の北西に位置し、昭和42年に都市計画決定された

近隣公園である。 

周辺に整備された他の都市公園等により、当公園に求められる機能が充足して

いることから、都市計画を廃止する。 

 

東阿保公園はJR山陽本線御着駅の南西に位置し、昭和42年に都市計画決定され

た近隣公園である。 

今後とも当公園の完成が見込めないことや、周辺に整備された他の都市公園等

により、当公園に求められる機能が充足していることから、都市計画を廃止する。 

 

 



大野公園はJR姫新線播磨高岡駅の北東に位置し、昭和42年に都市計画決定され

た近隣公園である。 

今後とも当公園の完成が見込めないことや、周辺に整備された他の都市公園等

により、当公園に求められる機能が充足していることから、都市計画を廃止する。 

 

景福寺公園はJR山陽本線姫路駅の北西に位置し、昭和21年に都市計画決定され

た地区公園である。 

今後とも当公園の完成が見込めないことや、周辺に整備された他の都市公園等

により、当公園に求められる機能が充足していることから、都市計画を廃止する。 

 

明田公園はJR山陽本線御着駅の南に位置し、昭和42年に都市計画決定された地

区公園である。 

今後とも当公園の完成が見込めないことや、周辺に整備された他の都市公園等

により、当公園に求められる機能が充足していることから、都市計画を廃止する。 

 

高木公園はJR播但線野里駅の南東に位置し、昭和42年に都市計画決定された地

区公園である。 

周辺に整備された他の都市公園等により、当公園に求められる機能が充足して

いることから、都市計画を廃止する。 

 

御着南山公園はJR山陽本線御着駅の南東に位置し、昭和42年に都市計画決定さ

れた地区公園である。 

周辺に整備された他の都市公園等により、当公園に求められる機能が充足して

いること、供用区域は既に都市公園として担保されていることから、一体とした

都市計画を廃止する。 

 

佐良和公園はJR播但線野里駅の東に位置し、昭和42年に都市計画決定された総

合公園である。 

検証の結果、存続とした住区基幹公園を整備することで、目標とする都市計画

区域内人口一人当たりの都市公園面積を充足することを踏まえ、今後とも当公園

の完成が見込めないことから、都市計画を廃止する。 

 

天満公園は山陽電鉄網干線山陽天満駅の北西に位置し、昭和42年に都市計画決

定された地区公園である。 

今後とも当公園の完成が見込めないことや、現在、一部区域が事業中であり、

事業区域が一定の公園機能を果たすことになるため、事業中区域以外を削除する。 

また、公園区域を精査した結果、里道の区域を新たに公園区域に追加する。 

 


